
 

 
 

令和７年度の加工原料乳生産者補給金及び 
集送乳調整金の単価、総交付対象数量並びに関連対策について 

［   ］は ALIC 事業 

 

１ 単価 
     令和６年度          令和７年度 

 ・加工原料乳生産者補給金 

    ８.９２円／kg         ９.０９  円／kg 

 （対前年差＋０.１７円／kg） 

 ・集送乳調整金 

    ２.６８円／kg         ２.７３   円／kg 

 （対前年差＋０.０５円／kg） 

・ALIC 事業（集送乳調整金相当） 

    ０．０７円／kg          ０.０８   円／kg 
（対前年差＋０.０１円／kg） 

 ・合計 

   １１.６７円／kg         １１.９０   円／kg 
 （対前年差＋０.２３円／kg） 

 

２ 総交付対象数量 

     令和６年度          令和７年度 

・総交付対象数量 

    ３２５万トン            ３２５   万トン 

・ALIC 事業 

     １８万トン             １８   万トン 
 
 

 

・合計  

    ３４３万トン           ３４３   万トン 
 

３ 総額 

    ３９２.７億円          ４００.４   億円 
（対前年差＋７.７億円） 

うち補給金等 384.2 億円（+7.2 億円） 

ALIC 事業 16.3 億円（+0.6 億円） 

うち補給金等 377.0 億円 

ALIC 事業 15.7 億円 

うち 13 万トンの単価は脂肪分のみ 

うち５万トンの単価は補給金等と同額 

うち 13 万トンの単価は脂肪分のみ 

うち５万トンの単価は補給金等と同額 

※小数点以下の関係で総額は一致しない場合がある 
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令和７年度の肉用子牛の保証基準価格等について 

 
１ 肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格 

 
（単位：円／頭） 

 令和６年度 令和７年度 

保 証 基 準 価 格 

黒 毛 和 種 

褐 毛 和 種 

その他の肉専用種 

乳 用 種 

交 雑 種 

５ ６ ４,０ ０ ０ 

５ １ ４,０ ０ ０ 

３ ２ ８,０ ０ ０ 

１ ６ ４,０ ０ ０ 

２ ７ ４,０ ０ ０ 

５ ７ ４,０ ０ ０ 

５ ２ ３,０ ０ ０ 

３ ３ ４,０ ０ ０ 

１ ６ ４,０ ０ ０ 

２ ７ ４,０ ０ ０ 

合理化目標価格 

黒 毛 和 種 

褐 毛 和 種 

その他の肉専用種 

乳 用 種 

交 雑 種 

４ ４ ４,０ ０ ０ 

４ ０ ４,０ ０ ０ 

２ ５ ８,０ ０ ０ 

１ １ ０,０ ０ ０ 

２ １ ６,０ ０ ０ 

４ ４ ６,０ ０ ０ 

４ ０ ６,０ ０ ０ 

２ ５ ９,０ ０ ０ 

１ １ ０,０ ０ ０ 

２ １ ６,０ ０ ０ 

合理化目標価格の適用期間 

今回の合理化目標価格の適用期間は、令和７年４月１日から令和８年
３月３１日までとする。 

 

 

２ 鶏卵生産者経営安定対策事業に係る鶏卵の補塡基準価格及び安定基準価格 

 
（単位：円／㎏） 

 
令和６年度 令和７年度 

補 塡 基 準 価 格 ２ ２ ２ 円／ｋ ｇ ２ ３ ０ 円／ｋ ｇ 

安 定 基 準 価 格 ２ ０ ２ 円／ｋ ｇ ２ ０ ７ 円／ｋ ｇ 

 



 

優良和⼦⽜⽣産推進緊急⽀援事業 
（令和７年度 ALIC 事業） 

 
市場等で取引される和⼦⽜のブロック別平均価格※が、発動基準(下表)

を下回った場合に、飼養管理向上のための取組メニューを⾏う⽣産者が販売
した和⼦⽜に対して、奨励⾦を交付。 
 
【⿊⽑和種】 

発動基準（税込） ６１万円 ５９万円 ５８万円 

必 要 取 組 数 ２つ ３つ ４つ 

⽀ 援 ⾦ 単 価 １万円/頭 ２万円/頭 ３万円/頭 
 
【褐⽑和種、その他⾁専⽤種の発動基準（税込）】 

褐 ⽑ 和 種 ５６万円 ５４万円 ５３万円 

その他 ⾁ 専 ⽤ 種 ３６万円 ３４万円 － 
 

＜飼養管理向上のための取組メニュー＞ 

⺟⼦共通メニュー ⼦⽜メニュー ⺟⽜メニュー 
・飼料効率の改善 
・添加物による栄養補助 
・駆⾍・防⾍対策 
・寒冷・暑熱対策 
・⽜体管理の徹底 

・疾病防⽌のワクチン接種 
・疾病の早期治療 
・栄養状態を強化する⼈⼯哺乳 

・疾病防⽌のワクチン接種 
・発情発⾒機等の活⽤ 
・⾼度な栄養管理 

 
実施期間︓令和７年４⽉から令和８年３⽉まで 

 
所要額︓⾁⽤⼦⽜⽣産者補給⾦の所要額の内数 

 
※１ ⿊⽑和種は「北海道」、「東北」、「本州関東以⻄・四国」及び「九州・沖縄」の４ブロックとし、 

全国平均に対して著しく⾼い価格（偏差値 70（平均＋２標準偏差）以上）となっている 
都道府県については、ブロック別平均価格の計算から除外し、単独で平均価格を計算 

※２ 褐⽑和種及びその他⾁専⽤種は全国１ブロック 

※３ ⿊⽑和種及び褐⽑和種は四半期毎、その他⾁専⽤種は年度で計算 




